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   開     議 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

４号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、市政一般に関する質

問を６日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 順位10番、議席番号８番、大道

寺 信議員。 

  （８番大道寺 信議員登壇） 

○８番 大道寺 信議員 おはようございます。 

 本定例会に当たり、通告してあります２点に

ついて質問をいたします。 

 なお、５日、６日の一般質問と重複する点が

ありますけれども、ご理解をいただきまして、

ご答弁いただきたいと思います。 

 まず、第１点目は、財政計画についてであり

ます。 

 平成26年度から10年間の第５次総合計画につ

いての案が議会に説明がありましたが、具体的

な施策を計画するに当たっては、財政計画が大

きなかかわりを持つと考えます。そういった視

点で、以下質問をいたします。 

 第１点目は、第５次総合計画における財政計

画は従来の中期展望かについてであります。 

 総合計画の構成は、基本構想10年間、基本計

画、前期５年、後期５年、実施計画３年間とな

っていますが、その中で財政計画は、基本計画

に位置づけ、５年間の計画として策定されるの

かについてお聞きをいたします。 

 総合計画の基本計画案では、財政運営分野の

項で、これまで示してきた財政の中期展望が個

別計画との記載がされていますが、これまでの

中期展望の延長線上での計画となると理解して

よいのか。当然毎年見直すことは必要であると

考えますが、少なくとも総合計画策定時には、

財政運営の考え方も含め、財政の基本計画とし

て示すべきではないかと考えますが、市長の見

解をお聞きをいたします。 

 次に、２点目の、財政はよくなったと言われ

るが、依然として厳しいと見るべきではないか

についてお聞きをいたします。 

 財政状況は、各種指標が過去からすれば大き

く改善されており、よくなったことは事実であ

ると考えます。この改善の要因は、小泉政権時

の三位一体改革による交付税の大幅減から、民

主党政権時における地方交付税増への政策転換、

加えてここ数年にわたる経済対策や緊急雇用対

策等交付金の実施等によるものが大きいと思わ

れます。当然、市債の減少や指定管理者制度活

用による維持管理費減、退職者増による総人件

費の減等、内部努力に成果があったものの、外

部要因によるものが大きいと言えるのではない

かと思います。実態としては、平成24年度決算

における監査委員の意見書で指摘のとおり、自

主財源比率が低い状況に変わりなく、財政の健

全化は今後も避けられない課題であるというこ

とであると思います。 
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 あわせて、国の財政政策にも大きく左右され

ること、人口減少も避けられないこと等から、

今後依然として厳しいと見るべきと考えます。

財政課長の見解をお聞きをいたします。 

 第３点目は、投資事業は経常収支比率も重視

して考えるべきではについてお聞きをいたしま

す。 

 財政の各種指標のうち、重要視してきた実質

公債費比率は、平成24年度決算ベースでは

15.7％となり、新たな市債を発行する場合、県

の許可が必要なくなるまで改善しています。一

方で、財政の硬直度を示す経常収支比率は、平

成24年度決算ベースでは90.1％となっており、

これも大きく改善しているものの、適正の目安

が70から80％と言われることからすれば、依然、

硬直した財政であるとも言えます。 

 経常収支比率は、言うまでもなく、地方税、

普通交付税のように使途が特定されておらず、

毎年度経常的に収入される財源、経常一般財源

のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年

度経常的に支出される経費に充当されたものが

占める割合であり、比率が高いほど投資的経費

等の臨時的経費に使用できる一般財源が少なく、

財政構造が弾力性を失っていることを示します。

このことから、長井市の投資的経費に回せる財

源は、平成24年度決算ベースでは10％程度とな

り、もちろん歳入増や経常経費の削減等の努力

を行って財源を生み出す努力を行っていかなけ

ればなりませんが、今後の投資事業を考える上

で、経常収支比率も重視して考えていくべきで

はないかと思います。市長の見解をお聞きをい

たします。 

 第４点目は、庁舎建設の検討はどうなってい

るかについてお聞きをいたします。 

 今後、総合計画の中には、多額の投資を伴う

事業が何件かあると思いますが、その一つに庁

舎の建設が上げられると思います。庁舎の改築

計画については、ことし３月に財政の中期展望

で突然公表されましたが、その後、副市長を委

員長とする庁内検討委員会が設置され、検討が

進められていると聞いています。中期展望では、

平成29年度に建設の予定となっていますが、現

在どのような検討経過にあるかについてお聞き

をいたします。 

 また、市庁舎建設の際は、建設基金等をもと

に進めるのが一般的と言われていますが、建設

財源はどのように考えているのかについて、副

市長にお聞きをいたします。 

 第５点目は、文教施設整備や消雪道路整備等

の優先順位をどのように考えるかについてお聞

きをいたします。 

 老朽化している各種文教施設等の整備も今後

の財政的課題となると思われますが、現在、文

教施設整備検討委員会が設置され進められてい

ます。11月の文教常任委員会協議会で、現段階

での総括が説明され、同時に体育施設整備検討

委員会の検討内容の説明もありました。今後正

式に答申されると思いますが、もちろんその内

容を尊重することは当然として、何を優先して

いくかが難しいものとなると考えます。 

 文教施設整備検討委員会の説明では、建設時

期を第５次総合計画の前期とか、後期とかに整

備等の内容もありましたが、財政との関連もあ

り、市として優先順位を決めていくことが必要

であると思います。時期も含めて、どのように

優先順位を考えていくのかについてお聞きをい

たします。 

 また、都市再生整備事業の中で、生活関連事

業として消雪道路が５路線計画されています。

消雪道路は、これまで中止してきたものを、市

民の要望に基づいて復活する事業となりますが、

住民の要望が強い事業であり、過日開催した議

会と市民との意見交換会では、現在計画された

路線が完了したら、自分の地区も整備してもら

いたい旨の要望も出ていました。今後要望する

地域はかなり多いのではないかと思います。こ
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れらにどう応えていくかも課題となると思いま

すが、要望に対しての優先順位をどのように考

えているのかとあわせ、事業として今後とも継

続していくのか、また財政計画にも多少なりと

も影響すると思います。市長のお考えをお聞き

をいたします。 

 次に、大きな２点目は、教育環境についてで

あります。 

 過日、文教常任委員、教育委員と校長会との

教育懇談会が開催され、市内の各小中学校の現

状報告及び予算要望事項等の説明と意見交換が

行われましたが、時間の制約もあり、十分お聞

きできない点もあったことから、以下の２点に

ついて質問いたしますので、ご理解の上、ご答

弁いただきたいと思います。 

 第１点目は、特別支援教育の実態と今後の対

応はについてお聞きをいたします。 

 教育懇談会において、特別支援教育配置事業

及び学習サポーター事業、特別教育活動サポー

ター事業の継続と増員の要望が出ています。そ

の理由として、最近の傾向として、障がいの重

複化、重度化が目立つようになり、特別支援学

級で複数児童を１人で担任したり、保護者の希

望により、障がいを持つ児童生徒を普通学級で

指導したりすることが大変になってきていると

しています。 

 具体的にどの程度大変になってきているのか、

傾向として、支援を必要としている児童生徒が

ふえているとしていますが、推移はどうか、長

井市だけの傾向ではないと思いますが、他の自

治体や県全体としてどうか等の実態についてお

聞きをいたします。 

 また、このような傾向に対して県はどのよう

な対応を考えているのか。米沢養護学校の分校

化もその一つとして考えてよいのか。その場合、

保護者の要望との乖離、普通学校で学びたいと

いう乖離が生じるが、どのように考えていくの

か。県としては、教員の加配を検討する考えは

ないのか等の対応策についてどうかについても、

教育長にお聞きをいたします。 

 さらに、これまで市として緊急雇用対策事業

等も活用して教員の加配をしてきましたが、緊

急雇用事業が終了しても最大限の予算措置が必

要と思います。市長の見解をお聞きをいたしま

す。 

 次に、２点目の、タブレット端末導入の必要

性と効果についてどのように考えているかにつ

いてお聞きをいたします。 

 教育懇談会では、重要要望事項として、ＩＣ

Ｔ環境整備の一つとして、タブレット端末の導

入についての要望が出ています。議会運営委員

会の視察でも、議会にタブレットを導入してい

る埼玉県飯能市議会を訪問してきましたが、今

いろんな分野で導入されてきているようであり

ます。 

 学校教育では、佐賀県武雄市で既に導入し、

反転授業、反転授業とは、オンラインの授業映

像を自宅で視聴し、応用的な内容を教室で学ぶ

という学習スタイル。ＩＣＴ技術の進展ととも

にアメリカの小中学校で導入が進みつつある。

従来の、一斉授業から自宅で復習、応用という

授業形態から、自宅で授業から教室で復習・応

用へと反転させるということで、授業や知識習

得の効率化が期待されるというもののようであ

ります、を取り入れるための試行をしているよ

うであります。 

 要望書では、児童一人一人のニーズに応じた

教育を推進するために、タブレットの導入、活

用が効果的であるとしていますが、どのような

効果が見込めるのか等について、教育委員会と

してどう捉えているのか、また、教育委員会と

しては導入が必要であると考えているのか、教

育長の見解をお聞きし、壇上からの質問を終わ

ります。ご清聴ありがとうございました。（拍

手） 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 おはようございます。大道寺 

信議員のご質問にお答えいたします。 

 議員から２点ほど大きくご質問、ご提言をい

ただきました。 

 まず、最初の１点目、財政計画について、私

のほうからは、（１）の第５次総合計画におけ

る財政計画は従来の中期展望かということにつ

いてお答えを申し上げます。 

 第５次総合計画に関連する財政関係の個別計

画の一つとして、市財政の中期展望を予定して

いるわけでございますが、地方行財政制度は例

年大きく変動しており、とりわけ市町村の財政

運営は、国の地方財政対策次第で大きく左右さ

れることから、これまで同様、５年間の中期展

望を考えております。ただし、第５次総合計画

の一環として、３カ年の実施計画も策定される

ことから、極力精度の高い見通しを示せるよう

に努めたいと考えています。 

 大道寺議員ご指摘のとおり、財政計画は非常

に重要なわけでございますが、残念ながら、５

年程度の中期展望が精いっぱいで、10年、20年

ということは、今の地方財政制度上、不可能に

近いと言わざるを得ないと思っております。 

 なお、市財政の適切な運営を図る観点からも、

地方行財政制度や地方財政対策が明らかとなり、

一定の見通しが判明した段階で、毎年度の見直

しが必要だと考えております。 

 次に、２点目でございますが、私のほうから

は、（３）の投資事業は経常収支比率も重視し

て考えるべきではというご指摘でございます。 

 経常収支比率は、大道寺議員ご指摘のとおり、

人件費、扶助費、公債費等の経常的経費に、地

方税、普通交付税等を中心とする経常一般財源

がどの程度充当されているかをあらわす比率で

ございまして、財政構造の弾力性を判断する指

標でございます。一般的に比率が低いほど弾力

性が高く、臨時的経費、これは代表的な経費と

しては投資的な経費、公共事業等になるかと思

いますが、そういったものに回せる余地が大き

く、経常収支比率が80％を超えると、弾力性を

失いつつあるとされています。 

 したがって、市の直近の経常収支比率を見ま

すと、改善傾向はあるものの、依然として望ま

しい水準にあるというふうには考えておりませ

ん。一方で、公共施設の老朽化対策など、避け

て通れない課題も山積していることから、国、

県の動向や市の財政状況等を見きわめながら、

財政運営の健全性を損なわない投資額、いわゆ

る市債発行額を確保していきたいというふうに

考えております。 

 やはり過去15年に及ぶ行財政改革の中で、特

に公共事業の投資は随分抑えてきたと思ってお

ります。そういった意味では、待ったなしの部

分もありますので、ご指摘のとおり、非常に経

常収支比率ということも重視しなければいけな

いわけですが、整備手法などを十分に検討しな

がら、健全な財政状況を維持しつつ、公共事業

等も進めていきたいと考えております。 

 次に、３点目でございますが、（５）の文教

施設整備や消雪道路整備等の優先順位をどのよ

うに考えるのかという点でございます。 

 文教施設や体育施設については、ことし２月

から、昨年度中でございますけれども、それぞ

れの検討委員会で現状や課題も含めた検討をさ

れまして、施設整備の優先順位等について教育

長に報告をいただいたものというふうに聞いて

おります。言うまでもなく、財源にも限りがあ

りますので、文教施設や体育施設から道路整備

まで含めた公共施設等全体の整備については、

分野ごとではない、総合的な視点から優先順位

づけが不可欠であります。まずは公共施設等整

備検討委員会がその検討の場と考えております。

なお、大規模な公共施設の一つである庁舎整備

について、外部委員を含めた検討を予定してい

ることなどもあり、公共施設等の整備計画案の

策定には一定の時間を要するものと考えており
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ます。 

 検討する際の判断基準、着眼点といたしまし

ては、市民の皆様の安全安心の確保の観点から、

まずは緊急性の度合い。次に、市民の皆様の要

求度、満足度について。そして３点目が、経済

効率性、いわゆるＢ／Ｃとまでは言いませんが、

事業効果ということもやはり我々市町村でも考

えなきゃならないということ。そして、４点目

は、受益と負担の公平性。以上の部分が特に重

要な視点ではないのかなというふうに考えてお

ります。 

 要望の非常に大きい消雪道路についてでござ

いますが、消雪道路につきましては、例外的な

ものを除いて、ここ20年来整備を行ってこなか

ったわけでございますが、昨今の高齢化の進展

等々も考慮しまして、以上の３点を主に基準と

して考えております。 

 重要な公共施設の路線なのかどうかというこ

とがまず第１。次に、道路が狭隘で除雪が難し

い場所かどうか、路線かどうか。そして、３点

目が、家屋の連担度、うちがずっと連なってい

て排雪する雪を押すところが極めて確保できな

いという場所などの要素も含め、必要性を勘案

しながら、今年度実施する予定の地下水位調査

結果なども踏まえ、担当を検討していきたいと

思っております。 

 なお、消雪道路につきましては、以前、都市

再生整備事業の中でもいろいろ議論したところ

でございますが、今から４年前にでしょうか、

国土交通省の公共事業を再編されまして、社会

資本整備総合交付金事業ということで一本化し

たわけです。その中で、都道府県がつくる総合

交付金事業の中に、通常私どもの道路や河川

等々の整備については組み込まれております。

一方で、私ども今回、昨年度からご提案申し上

げている都市再生整備事業につきましては、こ

れは国から直接市の計画として認めていただい

ております。結果として、都道府県の社会資本

整備総合交付金につきましては、予算的な充足

度といいますか、分野によっても違いますが、

特に私どもの身近な道路の改良等、河川の改良

等については、残念ながらここ３年ぐらいの予

算の度合いは３割程度しかつかないと。一方で、

長寿化の、長寿命化についてはほぼ９割ぐらい

はついているようでございます。そんなことか

ら、市で直接承認をいただく都市再生整備事業、

これですと100％認めていただければつくとい

うことから、したがって、社会資本整備総合交

付金事業では消雪道路の整備は不可能に近いと

いうふうに考えております。 

 したがって、やはり先ほどの３つの視点など

も踏まえながら、都市計画区域内の用途区域が

主なやはり基本的に整備できる箇所としてしか

考えられない状況になるんではないかなという

ふうに思っております。 

 なお、これから消雪道路については、しっか

りとした基準を設けながら、透明性を高め、市

民のご理解をいただきたいというふうに思って

おります。 

 次に、大きな質問項目の２点目、教育環境に

ついてでございます。 

 私のほうは、（１）の特別支援教育の実態と

今後の対応はについてお答え申し上げます。 

 特別支援教育の充実は、各学校に共通する喫

緊の課題であります。特に多人数在籍の特別支

援学級や重複の障がいを持つ児童生徒への支援、

さらに普通学級に在籍する特別な支援を必要と

する児童生徒への支援を充実させることが、特

別支援教育の充実に欠かせないものとなってお

ります。長井市では、独自に特別支援教育支援

員を配置して対応しておりますが、今年度につ

いては長井小学校に３名、致芳小学校に１名、

平野小学校に１名、豊田小学校に１名、南北中

学校にそれぞれ１名の計８名の特別支援教育支

援員を配置しております。平成26年度は緊急雇

用対策事業が打ち切られたことから、全額一般
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財源での対応となりますが、特別支援を必要と

する子供は年々増加しており、来年度はさらに

１名をふやして９名の支援員の配置について校

長会から要望をいただいております。この要望

に応え、より万全な備えを図るべく、特別支援

教育支援員を配置しながら、学校全体で見守る

体制を強化してまいりたいと考えているところ

でございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○小関勝助議長 遠藤健司副市長。 

○遠藤健司副市長 おはようございます。大道寺 

信議員のご質問にお答えいたします。 

 財政計画の中の、庁舎建設の検討はどうなっ

ているかという点でございます。 

 去る５日に蒲生光男議員のご質問にもお答え

しておりますが、重なる部分もありますが、改

めてご回答申し上げます。 

 庁舎整備庁内検討委員会については、ことし

５月に設置しまして、第２庁舎の耐震診断結果、

あるいは関係資料の収集、分析を行いながら、

４回の全体会議を開催し、検討を行ってきまし

た。検討の結果については、本日市長に報告書

を提出し、市議会の皆様には19日の全員協議会

で報告する予定でございます。 

 報告書の内容ですが、検討課題としまして、

庁舎の現状、求められる機能、規模、対応方策

等について報告し、今後の進め方について提言

をしております。 

 概要を申し上げます。 

 まず、市民サービスや行政効率の低下を防止

する観点から、分散している庁舎の解消を念頭

に、庁舎整備の方向として３つの案を示させて

いただいております。 

 １つ目が、本庁舎の大規模改修及び本庁舎以

外の機能を有する分庁舎の新築案、２つ目が、

本庁舎現在地への統合庁舎の新築案、３つ目が、

統合庁舎の移転新築案でございます。これらを

比較提示しております。 

 あわせまして、庁内検討委員会報告書をたた

き台とした、先ほど市長も申し上げました外部

委員を含む検討組織による検討を進めること、

そして当面の危機回避策として、本庁舎の耐震

補強及び第２庁舎の一部または全部の代替施設

の確保検討でございます。 

 平成26年度の予算では、ただいま申し上げま

した外部委員を含む検討組織による検討をスタ

ートさせ検討を継続すること、本庁舎の耐震補

強と第２庁舎の一部または全部の代替施設の確

保と検討に係る所要額等を計上したいというふ

うに考えております。 

 庁舎建設等の大規模事業の財源でございます

が、おっしゃるとおり、事業年度の財政負担を

平準化するためにも、基金を活用するのが一般

的でございます。財政調整基金、あるいは公共

施設整備基金を活用するか、また庁舎整備基金

を新たに設けるのかは、現在検討を始めていま

す。いずれにしましても、今後基金の積み増し、

積み立てが必要と考えております。以上でござ

います。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 大変失礼いたしました。私の

ほうからは、特別支援教育の実態についてのご

質問にお答えしたいと思います。 

 国の調査では、普通学級の中に困り感を抱え

る児童生徒が6.3％の割合で存在しており、特

別な支援が必要とされております。同様に、県

内全体では6.37％と国と同水準でありますが、

当市においては、小学校のほうで7.3％、中学

校5.6％、小中合わせると6.7％と、国、県より

も多くの困り感を抱える児童生徒がおり、学校

においては個別の支援計画を作成して指導に当

たっておりますが、担任だけでは指導が行き届

かず、支援員の配置が欠かせない状況となって

おります。 

 また、特別支援学級在籍の児童生徒も市内に

おいては増加傾向にございます。来年度は中学
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校においては８名から５名と３名減るものの、

小学校では21名から28名と増加するため、小中

合わせると３名の増というふうに増加傾向にご

ざいます。 

 また、議員ご指摘のように、特別支援学級の

中には定員がいっぱいで、担任１人だけでは指

導するには困難な学級もございますし、重複の

障がいを抱えておられる児童生徒もおりまして、

担任のほかに支援員の配置が必要な学級もござ

います。 

 また、共生社会の実現に向けて、インクルー

シブ教育への期待が強くなってきておりまして、

困難を抱える児童生徒の保護者の中には、特別

支援学級でなく通常学級で学ばせたいという願

いを持たれる方もおられます。この要望に応え、

多人数の学級の中で指導を進めるためには、支

援員の存在が欠かせませんので、充実していき

たいというふうに考えております。 

 なお、特別支援学級の設置に当たっては、数

年前から市町村の教育委員会の判断でできるよ

うになりました。より子供の実態に即した教育

が進められるように改善されてきておりますの

で、適切な修学指導で保護者の理解を進めなが

ら、特別支援学級に在籍して個別の支援を充実

させ、その上でその子に合った交流を図ってい

くことで自立に向けた成長を促していくために

今後も取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。 

 また、県において、少子化が進む中にあって、

特別支援学校の児童生徒数が増加しております。

平成20年度490人であったものが、平成25年度

には691人というふうにふえてございます。さ

らに平成29年度には816人と県全体で増加して

いくことが推計されております。この背景には、

特別支援教育に対する理解が進み、より子に応

じたきめ細かな教育を求める保護者がふえてい

ることも背景にあると思われます。県において

は、この希望増に対応するため、施設を緊急に

整備することが求められており、特別支援学校

再編計画に基づいて整備が進められております。 

 その一環として、平成26年度から米沢養護学

校長井分校、仮称でございますが、これが豊田

小学校に設置いただくことになり、現在、工事

が進められております。 

 このことによって、長時間かけて遠くまで通

学する児童や保護者の負担が和らげられること

を期待しておりますが、分校は現在のところ小

学部のみの設置ということでございまして、中

等部、高等部の設置場所等が明確でないという

ことで、将来の不安を持たれている保護者の方

もおられますので、より丁寧な説明を県にもお

願いし、私どもも協力してまいりたいというふ

うに考えております。さらに、小中高と一貫し

た教育が受けられる体制を早い時期に整備いた

だくよう、今後も県に対して要望してまいりた

いというふうに考えております。以上でござい

ます。 

（「２番目もあるぞ」「タブレット」の声あ

り） 

○加藤芳秀教育長 もう一つございました。タブ

レット端末導入の必要性と効果についてのご質

問にお答えいたします。 

 平成23年度に長井市教育情報化推進計画を策

定いたしました。この計画に基づきまして、平

成25年度は電子黒板の導入及び南北中学校に無

線ＬＡＮ機器の設置など、ＩＣＴ教育の推進に

向けて順調に進めていただいております。 

 来年度は、小学校の大規模改修にあわせた無

線ＬＡＮ機器の設置や、引き続き電子黒板の導

入等の予算をお願いしてまいりたいというふう

に考えております。 

 こうした特に無線ＬＡＮを整備していただく

ことで、タブレットの端末について校内どこか

らでも利用できる環境が整います。 

 タブレット端末を導入することでの効果等に

ついての質問ございました。これを導入するこ
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とで、まずは一人一人の学習、学習の個別化が

図れることになるかと思います。より個々に合

ったペースで学習を進めることができるため、

一人一人に合ったきめの細かな学習が可能にな

るかと思います。 

 また、タブレット端末は、教育の情報化ビジ

ョン、文科省が示しておりますけども、その中

で共同学習、個別に学習することだけじゃなく

て、情報を交換することで、より子供同士が教

え合い学び合うという、そういった部分におい

ても大変重要な学習ツールになるというふうに

考えております。 

 全国の先進校では、議員の皆様が視察したと

ころなどもその先進校だと思いますが、タブレ

ット対応授業支援ソフトを使った実践報告など

もありますし、グループで新聞やパンフレット、

レポート、図表等の作成を共同で行って成果を

上げているというようなこともお聞きしており

ます。また、タブレット端末は、情報が見える、

カメラで撮る、大きくする、かき込む、あるい

は電子黒板等に送って学級全体で共有する、さ

まざまな学習の場面で有効に活用できるという

ふうに考えております。 

 活用に当たっては、円滑な操作でありますと

か使用方法等について教師の十分な研修が必要

だと思っております。今後導入に際しては、長

井市教育情報化推進計画にまだその部分につい

ては盛り込まれておりませんので、環境をまず

は整えていただくというところをお願いしなが

ら、計画の見直しを含め、その後の試験的な運

用についても検討してまいりたいというふうに

考えております。ありがとうございました。 

○小関勝助議長 齋藤環樹財政課長。 

○齋藤環樹財政課長 私のほうからは、ご質問の

１番目の財政計画について、（２）財政はよく

なったと言われるが依然として厳しいと見るべ

きではないかにつきましてお答え申し上げます。 

 財政健全化法で関係指標の公表が義務づけら

れたのが平成19年度ですけれども、そこと平成

24年度普通会計決算ベースで比較いたしまして

も、主な財政指標は好転しております。少なく

とも一時の危機的状況は脱したと考えておりま

す。 

 数値を申し上げますと、実質公債費比率、平

成19年度は23.6％、それが平成24年度は15.7％、

将来負担比率、平成19年度224.7％が、平成24

年度は127.3％、経常収支比率が、平成19年度

97.3％、平成24年度が90.1％、財政調整基金で

現在高、平成19年度は562万2,000円、平成24年

度は８億5,704万4,000円、地方債現在高、平成

19年度が127億4,027万4,000円、それが平成24

年度は109億6,339万9,000円。地方債現在高は、

ピーク時、平成15年は145億円というような数

字がございます。 

 このように財政状況が好転した要因でござい

ますが、長井市自立計画や行財政改革推進実施

計画、いわゆる集中改革プランなどによります

職員数の削減に伴う人件費の抑制、それから投

資的経費の削減による公債費の減少、経常経費

の削減などの努力に加えまして、いわゆる小泉

改革で大幅に削減されました地方交付税措置の

実質的な一部復元、それから経済対策の一環と

しての各種交付金の交付など、国の地方財政対

策によるところも大きいと考えております。 

 現状としては、依然として現在の地方財政制

度の中で長井市のような地方小都市に共通する

脆弱な財政力という構造的な問題は解消してい

ないと考えております。 

 市町村の財政運営は、国の地方財政対策の動

向次第で大きく左右され、最近の経済財政諮問

会議の地方財政に関する審議等などをお聞きし

ますと、例えば地方財政計画の歳出特別枠、さ

らには地方交付税の別枠加算の見直しが取り沙

汰されるなど、今後の国の地方財政対策は地方

にとっては優しくないといいますか、厳しい方

向に向かうことが想定されます。今後見込まれ
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る多額な財政需要、さらには大道寺議員ご指摘

の人口減少などというファクターも考えますと、

これからの市の財政運営につきましては、国の

動向等を注視しながら、引き続き慎重な対応を

図っていかなければならないと考えているとこ

ろでございます。 

○小関勝助議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 それぞれお答えいただ

きましてありがとうございました。 

 最初の財政計画に関しては、市長も言われま

したとおり、あるいは財政課長言われましたよ

うに、確かによくなっていることは間違いない

というのは、もうこれ事実でありますけれども、

しかし、依然として先行きも含めまして厳しい

と。そういう中でどういう財政運営をするかと

いうのは極めて重要だというふうに私も思って

おりまして、何度かその角度での質問をさせて

いただきましたけれども、とりわけ今回総合計

画が26年度スタートという時期でありますから、

一方では、これまた市長言われますとおり、な

かなか投資ができない財政状況でありましたか

ら、市民からの要望も大変いろんな面で多いと

いうことも承知をしているわけですけれども、

しかし、財政というのは限りあるわけでして、

その中でいかに効率的にやるかというのが一番

重要だというふうに思っております。 

 そこで、最近の傾向を見ますと、市民の受け

とめ方としては、非常によくなったから、ぜひ

この際やってもらわなきゃいけないという声が

非常にあちこち強いと。そういう要望が出てい

ますから、それを全部やろうとしたら、もうと

んでもない数字になっていくわけですね。した

がいまして、あえてよくなったと言うけれども、

依然として厳しいという、そのことはやっぱり

市民の皆さんにも理解を十分していただかない

と、もう要望ばっかり、とにかくよくなったか

ら要望するんだだけでは、これはなかなかうま

くいかないし、総合計画、あるいはこれまで長

井市が進めてきたのは、市民といかに協働して

このまちづくりをするかということが一番重要

だと思いますので、そこのところから言えば、

やっぱり財政というのは本当に限りあって、

我々が過去経験してきたように、財政が悪くな

ったら何もできねえって大変な思いで、10年、

15年かかるわけですからね、それを改善するた

めに。そういうことから言えば、ぜひ市民の皆

さんに財政の実態というものを十分さらに理解

をいただく取り組みもしていかなきゃいけない

んじゃないかと、こういうふうに私は思うんで

す。そのためには、総合計画における財政計画

というのはきちっと示すというのが必要だろう

ということで質問させていただきました。 

 市長は、５年、恐らく10年とかそういうスパ

ンではなかなかはかり知れない、予測つきませ

んので、５年というのは非常に、その計画とい

うのは必要だと思いますけれども、先ほどの説

明で言いますと、一つは、３年というのは実施

計画が出ますから、個別の。それに合わせたも

のをきちっとやっていくということで答弁いた

だきましたので、ある意味では５年という、今

の中期展望というんじゃなくて、財政計画、第

５次総合計画の中の財政計画としては、とりあ

えず５年というのはきちっとつくると。その中

でも３年は確度の高いものをつくると。こうい

うふうにしていく必要があるんだと思いますけ

ども、その点についてもう一回ご答弁いただけ

ますでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、大道寺議員のご指摘のと

おり、財政がよくなったからこれからは大丈夫

だよということは厳に慎まなきゃいけないと思

っております。私も、その辺の言葉の使い方に

ついては、いろんな団体、地域に入ったときも、

ようやく普通の市町村並みになったと。どうし

ても市民の皆様は、例えばこの辺の周りの町や

市と比較するわけですから、特に非常に困った
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なというところが、両隣の町なんかは、子育て

とか福祉のほうで、ある面で、こういう表現は

よくないかもしれませんけれども、私どもより

厚く撒いているところがあるんですね。そこの

ところがなぜ長井市できないんだ、こういうふ

うにおっしゃるわけです。そういったところも

丁寧に説明をしながら、ここは申しわけないと。

ただ、やはり子供は地域の宝だからそういった

ところは力を入れますよと、そういう言い方を

しています。したがって、公共事業についても、

道路の希望はすごく多いんですけども、そこも、

個別の話になりますと、決して、じゃ、やりま

すなんていうことは軽々に言っておりませんの

で、そこは厳に慎まなきゃいけないと思います。 

 そこで、ご質問の点でございますが、５年間

の前期計画については、公共事業の一応必要な

部分というのは総体的に出して、そこの方針だ

けを定めています。５年間でできるものについ

て一応予定として上げて、あと３年間について

は、財政の見通しと整備手法ですね。やっぱり

一番肝心なのが整備手法だと思います。事業費

ベースではもう到底できない。ですから、いか

に有効な整備手法を見つけて、起債比率に影響

極力ないような、公債費比率の影響ないような、

そういった限度の部分をしっかり設けながら、

実施計画はつくっていきたいというふうに思っ

ていますし、毎年やはりそれはローリングしな

きゃいけないというふうに考えています。 

○小関勝助議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 わかりました。私の申

し上げたいのは、結局、これも５日、６日あた

りの一般質問等も含めまして、あるいは今、文

教施設の整備とか、いろんなことがやられてい

るわけですけれども、その中ではいろいろ出て

くるわけですね。これ整備しなきゃいけない、

あれ整備しなきゃいけない。町田議員からは、

河川も整備しなきゃいけないんじゃないかと、

こういう指摘もあるわけでして、それは必要な

ものは当然必要なんですけれども、それをどう

やって優先的にするのかというその基準なり順

位というのはものすごい難しいわけです。 

 先ほども市長が答弁されたように、これから

それは検討するっておっしゃるんですけども、

そうしますと、第５次総合計画が出るのが恐ら

く来年３月また議会に提示されて、４月からス

タートですから、そうしますと、その間までに

ある程度、例えば５年間とか３年間の実施計画

の中で、具体的にこれ、こういうことは、この

施設についてはこの時期に建てますと。こうい

うふうに今の、何ていうか、お話を聞いた段階

では、難しいんじゃないかと。その３月までに

きちっとしていくというのは。そうしますと、

その段階でスタート時点でそういうふうに具体

的に、例えば何々の施設についてはいつ整備し

ますというのができるのかどうか。庁舎建設の

やつも申し上げたように、ことしの３月、中期

展望の中でばんと29年度あたり整備というのが

出てきたわけですけれども、それも非常に唐突

だなと。私は唐突だなという感じもしたんです

けれども、そういう意味で言いますと、庁舎の

建設あり、何々施設ありですね。これが、じゃ、

ここを先にやりますよ、ここをいつごろやりま

すよというのは、恐らく計画、第５次総合計画

示される時点までには非常に私は難しいんじゃ

ないかと思いますけども、その辺についてはど

ういうふうに進められるかについて、市長のお

考えをお伺いします。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これも大道寺議員ご指摘のとお

りでございますが、例えば公共施設の中で、学

校の大規模改修については、これは整備手法が

確定しておりますので、したがって教育委員会

のほうで計画しているものを順次やっていくと。

これ整備手法、あと財源もこういうことで確保

して補助金もこうだということが確定している

わけですから、そういったように確定している
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ものについてはちゃんとうたえるわけですね。 

 今まで４回にわたる総合計画の中で、実は今

回ほど突っ込んだ公共施設の整備計画とか方針

を出した計画はないと思っています。それはな

ぜかというと、議員ご指摘のとおり、また同じ

轍を踏んで、今後また財政が厳しくなって、公

共事業等々が放置されてしまうということのな

いようにしなきゃいけないということで、方針

だけを定めて、あとは、庁舎の件については確

かに唐突なんですが、これは耐震度調査を行っ

たら、これはせざるを得ない危険な庁舎だとわ

かっていながら、むしろ放置しておけないわけ

ですから、そういった意味で中期展望にやっぱ

り上げざるを得ないということなんですね。 

 それはご指摘のとおりなんですが、それをい

かにどうするかということを詰めていかなきゃ

いけないということで、ぜひこの辺は公共施設

マネジメントとか、あるいは白書ということで、

我妻議員、小関秀一議員からもありましたよう

に、この手法は手法として生かさなきゃいけな

い。そのままじゃないんですけども、私ども長

井市のそれこそ身の丈に合ったやり方ですよね。

いわゆる政令指定都市とか、あるいは30万、50

万の都市と同じようなことを我々はできないと。

しかし、整備手法のまず第１段階の部分は、施

設の実態とその課題というものは大体抽出し終

わっている。ただ、道路についてはまだ不十分

なところがあります。この次の第２のステップ

が一番難しいわけですね。いろんな資料を見て

も、公共施設マネジメントで一番難しいのは、

じゃ、この施設をいつごろ整備するか、優先順

位を決めるのは、それぞれの住民の皆様のさま

ざまな考え方がありますし、やっぱり自分のと

ころは皆さん優先したいわけですから、そこの

調整というのは非常に難しいと。ここについて

は、やはり議会からもいろいろご意見をいただ

き、住民からもいただき、そんなことで総合的

に勘案しなきゃいけないと。ここをやはり、そ

の実施計画をつくる際に、毎年毎年そういった

ことを積み重ねながら精度を高めて、整備手法

も同時に見つけてやっていくと。これしかやっ

ぱりやり方としてはないのかなというふうに考

えています。 

○小関勝助議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 結果として、整備手法

をどうするかからいきますと、大変時間的には、

４月スタートの中では、確定してこの事業をや

るというのは、先ほどおっしゃったように、学

校の例えば大規模改修の部分は整備手法が確定

しているからできる。それ以外については、恐

らくいついつっていうのはなかなかできないと

いう状態だと思うんですよね。 

 そうなりますと、この間指摘、我妻議員なり

小関秀一議員が指摘したように、やっぱりその

白書までいかなくても、この施設というのは現

実こういう状況で、あるいは、先を見たらこれ

だけの100％の面積は要らないからもう少しし

なきゃいけないとかという、そういうものをち

ゃんとして、きちっといついつと決めて、しか

も、先ほどから申し上げているように、財政っ

ていうのは限りあるわけですから、そこのとこ

ろはちゃんとしながら、４月スタートに間に合

わなくても、そこのところはいついつまできち

っと計画、それぞれのものについて計画を検討

していくということも明らかにしていくべきじ

ゃないかというふうに思います。 

 せっかくスタートしたけども、実際にはまだ

まだわからないところいっぱいあって、これは

また別ですよということになっちゃうと、なか

なか難しいんじゃないかなと思いますが、その

辺は非常に難しい問題だと思いますので、ぜひ

十分庁内の検討委員会の中でそれぞれいい知恵

を結集して、十分に議論を尽くして、まず将来

に禍根を残すような計画でないように、ぜひご

努力をいただきたいと。今の段階ではそういう

ふうに要望をしておきたいと思います。 
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 次に、教育環境の問題についてですけども、

そのほかにいろいろまだあるんですけれども、

特に特別支援の関係につきましては、市長も、

いわば緊急雇用対策が切れても、できるだけ加

配については努力するというお話をいただきま

した。まさに、大変、学校現場も含め、あるい

は保護者の方も含めて、非常に苦労されている

というのは、現実にいろんな相談があることも

確かなんですね。何とかならないかみたいな格

好で。そういうことからすれば、大変ありがた

いことで、ぜひこれらについては充実をお願い

したいというふうに思っているところです。 

 ただ、その中でも、教育長からさっき答弁あ

った中で、１点だけ、私もよくわからないんで

すけども、例えば、当時、米沢養護学校の分校

化ができるわけですけど、分校になるわけです

けども、保護者としては、養護学校にするのか、

普通の、いわゆる中学校だったら中学校に普通

学級の中でしてもらいたい、あるいはみんなと

同じ中学校に入れたい。そこのところが非常に

難しいんだと思うんですね。養護学校を選ぶか、

するかっていうのはやっぱり保護者の判断です

のでね。そこからすると、教育委員会としては、

保護者の皆さんに対して、どういうふうなその

選択するかのときに、どういうふうなことを考

えて保護者の皆さんに話していくかというのは

非常に重要だと思うんですけども、その辺のと

ころ、私ちょっとわからないんですね。養護学

校にするか、普通に入るかというところの判断

するところがですね。その辺についてはどうい

うふうに今お考えになっているのか、ぜひお聞

きをしたいと思います。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 では、お答えいたします。 

 やっぱりそこのところの保護者の理解をいか

に進めるかというのが一番教育委員会、それか

ら学校のほうでも苦労しているところでござい

ます。一方では、普通学級の中で、全国的には

ですね、障がいを抱えた子供も一緒に学習して

いくという、そういうスタイルの流れも、先ほ

ど申し上げたインクルーシブの流れもございま

す。ただ、今の定員数、定数ですね。山形は33

人、「さんさん」プランでやっているわけであ

りますが、それでもその中で担任１人で指導し

切れるかというと、なかなか難しい面があると。

やはり１人その子に合った、その困り感に沿っ

た教育を進めるということが非常に大事なこと

だということで、その個別指導の重要性につい

てご理解いただいて、そういう環境で学習した

ほうが、より将来の伸びも期待できるというこ

とを、授業参観もしていただいたりしながらご

理解をいただいて決断していただいているとい

うことが実情でございます。 

 段階としては、特別支援学校か、普通の学校

にある支援学級かという選択、あるいは普通学

級か特別支援学級か、その児童の障がいの程度

に合った修学指導ということに努めている段階

でございます。 

○小関勝助議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 時間もありませんので、

そのタブレットの関係についてですけれども、

さっき申し上げたように、議会運営委員会でも、

議会で導入したところがあって視察へ行ったわ

けですけども、何かあっという間にいろんな分

野にタブレットというのは広がっているという

のは、もう本当に私の頭ではよくわからないと

ころまで来ているんですが、いずれにしたって

そういう時代になっていますから、そういうの

は必要で、しかも個別に教育には必要だという、

効果というのは、教育長答弁されたとおりだと

思うんですけども、しかし、環境というのは、

教員の研修も含めまして、これから進むんです

ね。すぐ行くというわけにいきませんので、こ

れは学校の先生からは、オランダの教育等の研

究の中ではそういうタブレットは必要だという

言い方をされているんですが、その辺について、
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ぜひ一言市長から、今後そういうタブレット導

入に関して積極的にされるのかどうか、研究も

含めまして、ちょっとだけ考え方を聞かせてく

ださい。 

○小関勝助議長 内谷重治市長、簡潔にお願いし

ます。 

○内谷重治市長 ぜひ長井市の場合も先進地の事

例を学びまして、できるだけ早く、教育委員会

とも相談して、導入すべきだというふうに考え

ております。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位11番、議席番号２番、

梅津善之議員。 

  （２番梅津善之議員登壇） 

○２番 梅津善之議員 おはようございます。12

月定例会最後の一般質問になりました。大きく

２点質問しておりますので、明確なご答弁をい

ただきますようお願い申し上げます。 

 何といってもきょうは天気が非常によくて、

議会を外でしたらいいんではないかなんて思っ

ているのは私だけかもしれませんけども、ぜひ

市民に見えるような議会にしてまいりたいと思

っております。 

 まず、１点目は、特色ある農業政策について

です。 

 この定例会でも多くの方が触れられておりま

すが、米の政策が大きく転換しようとしており

ます。転換に伴い、我が長井の米をつくる農家

がさまざまな形で心を痛めております。規模拡

大を目指している方、複合経営を考えておられ

る方、これから始めようとしている方、また65

歳を過ぎても担い手として頑張っている方など

など、さまざまな思いを持って国の政策を注目

していると思います。 

 まずは、ご飯の話を少しさせていただきたい

と思います。 

 ご飯は、ご飯１杯分のカロリーは252キロカ

ロリーです。糖質、たんぱく質、脂質、ビタミ

ンＢ１・Ｂ２、カルシウム、鉄、マグネシウム、

亜鉛、食物繊維といった栄養素がたくさん含ま

れております。これを身近な植物に置きかえる

と、プチトマト３個分のカルシウム、トウモロ

コシ３分の１本分の鉄、サヤエンドウ12枚分の

ビタミンＢ、そしてレタス１枚分の食物繊維な

どです。最近問題視されているマグネシウムや

亜鉛といったミネラルも、それぞれグリーンア

スパラガス５本分、亜鉛はホウレンソウ２分の

１把分もあり、体内の細胞や血管の若さを保つ

老化防止のビタミンであるビタミンＥは、発芽

する食品に多く、ご飯にも小さじ８杯分に匹敵

する量が含まれております。脂質はエネルギー

源として重要であり、肌の潤いを保ったりする

上でも必要ですが、とり過ぎに気をつけなけれ

ばならない、肥満や成人病の原因にもなります。

高カロリーになりがちな現代の食生活では、十

分な脂質がおかずにとり入れられるので、主食

ぐらいは低脂肪なものにしたいもの。その点、

お茶わん１杯分のご飯のほうがパン１枚を食べ

るより低カロリー。しかもパンはバターやマー

ガリンなどを塗ったりする脂っこい料理のほう

が合うことになることを考えると、ご飯を中心

とした食事のほうがダイエットにも適している

と言えます。私が話してもなかなか説得力がな

いわけでございますけども。 

 そんな中で、私が農業を始めるきっかけとな

ったことは、やはり両親の背中を見て育ったか

らだと思っております。わずか1.5ヘクタール

の田んぼと、50アールぐらいの転作田と、10頭

の痩せている牛を細々と農家を営んでいた両親

を見て、おまえは農業をするなといって育ちま

したが、手伝いは一生懸命やってきたと思って

おります。 




